
 

 

 

 

 

 

 

  

名 称 株式会社有馬電設 

代表者職名・氏名 代表取締役社長 島村 誠剛 

所 在 地 〒８９５－００４２ 

薩摩川内市中福良町２１１５－３ 

電 話 ０９９６－２４－８０１０ 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://www.arimadensetsu.co.jp 

業 種 建設業 

業 務 概 要 電気工事業 

行 動 計 画 期 間 令和７年１２月１日 ～ 令和１２年１１月３０日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）全社員を対象に，子育てを行う社員の雇用環境の整備を図るために，育

児休業制度や雇用保険法に基づく育児休業給付等の制度の周知を図り，

計画内に育児・介護休業制度を利用した社員を次の水準以上とする。 

    社員…２名以上取得すること。 

〈対策〉 

・令和７年１２月～ 制度の内容について，安全衛生会議などを活用し，社員への

周知を実施。 

・令和７年１２月～ 定期的な取得状況の確認および育児・介護休業制度について

の周知を行う。 

・令和７年１２月～ 該当社員への個別面談を実施し、取得に向けての啓発活動を

行う。 

目標２）年次有給休暇取得日数を年に１０日以上とする。 

〈対策〉 

・令和７年１２月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する。 

・令和７年１２月～ 年末年始休暇を連続して取得できる仕組みを作る。 

・令和７年１２月～ 年次有給休暇の取得に向けて社員に対し啓発活動を図る。 

・令和７年１２月～ 取得見込み及び実際の状況を毎週一回以上トレースしてい

く。 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■イクボス宣言実施企業 

登 録 番 号 ６８１ 

登 録 日 令和２年９月１日 

https://www.arimadensetsu.co.jp

